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七
五

緖
論

│
問
題
の
提
示

（
一
）  

殷
周
革
命
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面

│
天
の
思
想
が
浸
透
す
る

過
程

（
二
）
王
と
天
子
の
捉
え
方
に
つ
い
て

一　

祭
祀
言
語
と
し
て
の
金
文

│
祖
祭
の
場
で
祖
先
の
榮
光
を

唱
す
る

（
一
）
金
文
の
基
本
構
造

（
二
）
西
周
時
代
の
諸
「
王
」
關
係
の
金
文

│
王
と
は
？

以
上
（
上
）

（
三
）
西
周
前
期
の
「
天
子
」
關
係
の
金
文

│
天
子
と
は
？

（
四
）
白
川
靜
の
提
示
す
る
「
天
子
」
に
つ
い
て

二　

天
の
思
想
が
浸
透
す
る
現
象

（
一
）「
對
揚
王
休
」
類
か
ら
「
對
揚
天
子
休
」
類
へ

（
二
）﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
莊
嚴
化
の
過
程

Ⅰ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型

Ⅱ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型

Ⅲ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型

Ⅳ　

 ﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型

（
三
）
小
結

（
三
）
西
周
前
期
の
「
天
子
」
關
係
の
金
文

│
天
子
と
は
？

前
節
で
は
西
周
時
代
に
お
け
る
「
王
」
は
周
王
を
指
す
と
い
う
、
一
見
自
明
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
例
を
見
て
き
た
。
そ
こ

か
ら
垣
閒
見
え
る
の
は
西
周
王
朝
を
構
成
す
る
周
王
と
諸
氏
族
と
の
關
係
が
必
ず

し
も
一
元
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
い
っ
て
み
れ
ば
絶
對
主
義
的

な
專
制
政
治
が
敷
か
れ
た
時
代
で
は
な
く
、
王
朝
と
そ
れ
を
支
え
る
豪
族
た
ち
の

關
係
が
緩
や
か
な
結
び
つ
き
で
あ
っ
た
時
代
の
姿
、
そ
れ
こ
そ
が
古
代
的
な
王
朝

の
實
際
の
姿
で
あ
る
。
た
だ
彼
ら
を
結
び
つ
け
て
い
た
の
は
、
崇
拜
す
る
超
越
神

を
共
通
の
も
の
に
す
る
と
い
う
一
點
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
點
に
つ

い
て
も
ま
だ
十
分
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
の
が
西
周
前
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

西
周
前
期
の
銘
文
で
「
天
子
」
が
周
王
を
意
味
し
な
い
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。
た
だ
、「
天
子
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
ま
だ
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
時

西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

―
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
三
）
下

―

高　
　

島　
　

敏　
　

夫



西
周
時
代
に
お
け
る
天
の
思
想
と
天
子
槪
念

七
六

代
で
も
あ
っ
て
、
現
存
す
る
前
期
の
靑
銅
器
で
「
天
子
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い

る
も
の
は
、《
白
姜
鼎
》・《


》・《

乍
周
公

》・《
獻

》・《
麥
方
尊
》
の

五
例
を
數
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
う
ち
「
天
子
」
が
周
王
を
指
さ
な
い
の
は

《

乍
周
公

》・《
獻

》・《
麥
方
尊
》
で
あ
る
が
、
比
較
對
照
さ
せ
る
た
め
に

こ
れ
ら
五
例
を
一
通
り
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
作
器
者
は
何
れ
も
殷
系
氏
族
で

あ
る
點
が
極
め
て
興
味
深
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
改
め
て
述
べ
る
。

A　

隹
正
月
旣
生
霸
庚
申
、
王
才

京

宮
、
天
子


白
姜
、
易
貝
百
朋
、

白
姜
對
揚
天
子
休
、
用
乍
寶

彝
、
用
夙
夜
明

于
卲
白
日
庚
、
天
子
萬
年
、


孫
孫
子
子
、
受
厥
屯
魯
、
白
姜
日
受
天
子
魯
休　
《
伯
姜
鼎
》
集
成
２
７
９
１

【
訓
讀
】

こ
れ
正
月
旣
生
霸
庚
申
。
王
、

京
の

宮
に
在
り
。
天
子
、
伯
姜
を



し
て
、
貝
百
朋
を
賜
ふ
。

白
姜
、
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。
用
て
夙
夜
し
て
卲
伯

日
庚
に
明
享
せ
よ
。
天
子
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
世
孫
孫
子
子
、
厥
の
純
魯
を
受

け
ん
。
伯
姜
日
に
天
子
の
魯
休
を
受
け
ん
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
正
月
の
第
二
週
甲
申
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
、
王
は


京
の
宗
敎
施
設
で
あ
る
辟
雍
の
中
の

宮
に
あ
っ
た
。
天
の
御
子
た
る
お
方

（
王
）
は
、
伯
姜
に


し
て
貝
百
朋
を
賜
與
さ
れ
た
。《
紀
事
》

（
わ
た
く
し
伯
姜
は
天
の
御
子
た
る
お
方
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
こ
と

を
誓
っ
た
）《
誓
詞
》

伯
姜
は
天
の
御
子
た
る
お
方
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
祭
器
を
用
い
て
祖
祭
を
行
な
い
、わ
が
祖
先
の
召
伯
日
庚
を
偲
ぶ
こ
と
と
す
る
。

天
の
御
子
た
る
お
方
の
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
祈
る
。
世
々
孫
子
に
い
た
る
ま
で
、

天
の
御
子
た
る
お
方
の
大
い
な
る
福
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
伯
姜
は
天
の
御
子
た

る
お
方
の
大
い
な
る
賜
物
（
加
護
）
を
日
々
受
け
る
で
あ
ろ
う
。《
祈
念
》

【
評
釋
】

伯
姜
は
卲
伯
日
庚
を
祭
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
殷
系
氏
族
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。「
天
子
」
は
周
王
を
指
す
。「
王
」
と
い
う
語
と
「
天
子
」
と
い
う
語
と

が
混
在
す
る
銘
文
で
あ
る
が
、「
王
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
そ
の
所
在

を
示
す
時
だ
け
で
、後
の
祭
祀
の
場
に
お
け
る
呼
稱
と
し
て
は
も
っ
ぱ
ら
「
天
子
」

を
用
い
て
い
る
。
念
の
た
め
列
擧
し
て
お
こ
う
。

1
、
天
子
が
貝
百
朋
を
賜
與
す
る
時
。

2
、  

伯
姜
が
天
子
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
り
、
そ
の
祭
器
を
用
い
て
卲
伯

日
庚
の
祭
祀
を
行
な
う
と
述
べ
る
時
。

3
、  

天
子
の
永
續
な
る
こ
と
を
祈
念
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
々
孫
子
ま
で
天
子

の
大
い
な
る
福
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
時
。

4
、  

作
器
者
・
伯
姜
が
日
々
天
子
の
大
い
な
る
賜
物
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
述
べ
る
時
。

こ
の
よ
う
に
儀
禮
の
場
で
の
王
の
呼
稱
は
全
て
「
天
子
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
天
子
」
が
王
を
示
す
同
義
の
稱
號
と
し
て
無
規
定
に
言

い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
祭
祀
の
場
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
祭
祀
用
語

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
王
と
天
子
と
の
使
い
分
け
が
あ
る
。
儀
禮
の
場

に
お
い
て
は
王
は
「
天
子
」
す
な
わ
ち
超
越
神
「
天
」
の
御
子
と
し
て
認
識
さ
れ
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て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
天
子
萬
年
」
は
天
の
御
子
た
る
お
方
の
世
が
永

遠
に
續
く
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
子
孫
も
ま
た
そ
の
福
を
受
け
る
に
違
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。そ
し
て
作
器
者
・

伯
姜
自
身
も
こ
れ
か
ら
後
の
日
々
、
天
の
御
子
た
る
お
方
の
大
い
な
る
恩
寵
を
受

け
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
結
ん
で
い
る
。

B　

隹
正
月
甲
申
、

各
、
王
休
易
厥
臣
父

殴
、
王
勳
貝
百
朋
、

對
揚
天
子
休
、
用
乍
寶

彝　
《


》
集
成
４
１
２
１

【
訓
讀
】

こ
れ
正
月
甲
申
。
え

い

格
る
。
王
、
厥
の
臣
父

に
殴
く
わ
ん
を
休
賜
す
。
王
、
貝
百

朋
を
勳
す
。

天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
正
月
の
甲
申
の
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
日

は
、
王
か

ら
表
彰
を
受
け
る
場
に
赴
い
た
。
王
は
臣
下
の

に
瓚
を
賜
與
さ
れ
た
。
ま
た
王

は
、
貝
百
朋
を
賞
與
さ
れ
た
。《
紀
事
》

（

は
王
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
こ
と
を
誓
っ
た
。）《
誓
詞
》


は
天
の
御
子
た
る
お
方
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。《
祈
念
》

【
評
釋
】

作
器
者
・

は
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、
C
《

乍
周
公

》
の
銘
文
に
周
公
の

祭
器
を
作
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
周
公
一
族
と
は
婚
姻
な
ど
何
ら
か

の
親
緣
關
係
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
王
」
と
い
う
語
と
「
天
子
」
と
い

う
語
は
こ
の
銘
文
で
も
混
在
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
天
子
」
も
先
ほ
ど
と
同
じ

よ
う
に
儀
禮
の
場
で
の
呼
稱
で
、
天
子
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
と
い
う
、

作
器
の
由
來
を
述
べ
る
箇
所
だ
け
「
天
子
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。「
天
子
」

は
周
王
を
意
味
す
る
同
義
の
稱
號
と
し
て
無
規
定
に
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
祖
祭
に
お
い
て
一
族
の
も
の
が

唱
す
る
時
の
祭
祀
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
天
」
を
超
越
神
と
す
る
宗
敎
的
秩
序
の

下
に
あ
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
銘
文
に
記
さ
れ
て
い
る
の

は
こ
れ
だ
け
の
簡
略
な
も
の
で
あ
る
が
、
西
周
前
期
の
銘
文
は
ま
だ
定
型
化
す
る

前
の
ス
タ
イ
ル
を
示
し
て
い
る
。
祖
祭
に
お
け
る
祭
祀
言
語
は
中
期
以
降
に
定
型

的
な
形
を
整
え
る
よ
う
に
な
り
、「
子
々
孫
々
」
や
「
萬
年
」「
寶
用
」
な
ど
と
い
っ

た
常
套
的
な
言
葉
が
附
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

C　

  

隹
三
月
、
王
令


內
史
曰
、

井
侯
服
、
易
臣
三
品
、
州
人
・
重
人
・

人
、

拜
𩒨
首
、

魯
天
子

厥
順
福
、
克
奔
走
上
下
帝
、
無
冬
令
于
又
周
、
追
考
對
不
敢
㒸
、
卲

朕
福
盟
、
朕
臣
天
子
、
用
册
上
王
令
、
乍
周
公
彝　
《

作
周
公

》
集
成
４
２
４
１

【
訓
讀
】

こ
れ
三
月
、
王
、
え

い

と
內
史
と
に
令
し
て
曰
く
、
邢け
い

侯
の
服こ
と

を
た

す

け
よ
と
。

臣
三
品
を
賜
ふ
。
州
人
・
重
人
・

人
な
り
。
拜
し
て
稽
首
す
。

魯お
お
いな
る
天
子
、
厥
の
順
福
を
招
き
た
ま
ひ
、
克
く
上
下
帝
に
奔
走
し
て
、
令
を

有
周
に
終
ふ
る
こ
と
無
く
、
追
孝
し
て
對
へ
て
敢
へ
て
墜お

と

さ
ず
、
朕わ

が
福
盟
を
卲ま
ね

く
。
朕
、
天
子
に
臣
ふ
。
用
て
王
令
を
册
上
し
て
、
周
公
の
彝
を
作
る
。

【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
あ
の
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
王
は
、
え

い

と
內
史
と
に
邢
侯
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殿
の
任
務
を
助
け
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
必
要
な
臣
下
三
人
を

與
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
州
人
・
重
人
・

人
で
あ
る
。
私
・

は
儀
禮
の
作
法

に
從
い
額
ず
い
て
拜
受
し
た
。《
紀
事
》

偉
大
な
る
天
の
御
子
た
る
お
方
（
邢
侯
）
は
、
天
の
御
意
に
か
な
っ
て
福
を
招

き
た
も
う
た
。ま
た
殷
の
超
越
神
た
る
帝
と
の
閒
を
も
通
交
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

か
く
な
る
う
え
は
、
わ
が

の
家
の
命
運
が
周
室
に
お
い
て
盡
き
る
こ
と
な
き
よ

う
、
こ
れ
か
ら
も
周
室
の
榮
え
あ
る
こ
と
を
祈
り
、
王
命
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

こ
と
な
き
よ
う
に
祈
っ
て
、
今
後
と
も

の
家
の
廟
祭
を
續
け
る
こ
と
を
明
言
す

る
も
の
で
あ
る
。朕
は
天
の
御
子
た
る
お
方（
邢
侯
）に
仕
え
る
も
の
で
あ
る
。も
っ

て
王
命
を
記
し
て
、先
公
た
る
周
公
の
祭
器
を
作
る
の
で
あ
る
。《
誓
詞
》《
祈
念
》

【
評
釋
】

こ
の
靑
銅
器
の
作
器
者
も
殷
系
氏
族
の

で
あ
る
。
最
後
に
「
周
公
の
彝
を
作

る
。」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
周
公
一
族
と
も
婚
姻
な
ど
の
何
ら
か
の
親
緣
關

係
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。內
史
は
言
う
ま
で
も
な
く
殷
系
氏
族
で
あ
る
。

ま
た
邢
侯
は
周
公
の
後
裔
に
當
た
る
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

と
內
史
の
二
人

が
主
君
に
當
た
る
邢
侯
の
任
務
を
補
佐
す
る
よ
う
王
命
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
任
務
に
必
要
な
州
人
・
重
人
・

人
の
三
人
も
賜
與
さ

れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
點
は
、
こ
の
銘
文
に
見
え
る
「
天
子
」
は
周
王
を
指
す
の

で
は
な
く

の
主
君
で
あ
る
邢
侯
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
天
子
」

と
い
う
語
の
捉
え
方
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
超
越
神
「
天
」
の
宗
敎

的
秩
序
を
前
提
と
す
る
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
天
の
御
子
た
る
お
方
」
と
い
う
認
識

を
示
す
言
葉
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
殷
系
氏
族
で
あ
る
が
、

か
ら
す

れ
ば
、
邢
侯
も
周
王
と
同
じ
よ
う
に
天
の
福
を
招
く
こ
と
の
で
き
る
「
天
子
」
な

の
で
あ
る
。
ま
た
天
子
た
る
邢
侯
は
、
殷
の
滅
亡
後
も
周
王
朝
に
お
い
て
祭
ら
れ

て
い
る
殷
の
超
越
神
「
帝
」
と
の
閒
を
も
通
交
す
る
こ
と
の
で
き
る
聖
職
者
で
あ

る
が
、
そ
の
邢
侯
が
携
る
祭
祀
儀
禮
に
お
い
て
邢
侯
を
助
け
る
よ
う
に
と
の
王
命

が

に
下
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
殷
系
氏
族
で
あ
る

と
內
史
と
が
邢
侯
の
助

祭
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
殷
の
超
越
神
で
あ
り
殷
代
末
期
か
ら
は
西
周
王
朝

で
も
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
帝
」
を
祭
る
儀
禮
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
か（

1
）。
そ
の
意
味
で
は
西
周
時
代
初
期
の
《
天
亡

》
の
銘
文
に
お
い
て

天
亡
（
人
名
）
が
王
を
助
け
て
殷
の
祭
祀
を
行
な
う
、「
天
亡
又
王
、
衣
祀

王
」

（
天
亡 

王
を
佑
け
、
王
に
衣
祀
す
。）
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
殷
系
氏

族
の

も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
形
で
西
周
王
朝
の
中
に
深
く
入
っ
て
い
く
も
の
と

思
わ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
周
公
の
後
裔
で
あ
る
邢
侯
が
「
天
子
」
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
做
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。

D　

  

隹
九
月
旣
望
庚
寅
、

白
于
遘
王
、
休
亡
尤
、
朕
辟
天
子

白
、
令
厥
臣
獻

金
車
、

對
朕
辟
休
、
乍
朕
皇
考
光
父
乙
、
十
枻
不

、
獻
身
才
畢
公
家
、
受
天
子
休　

《
獻

》
集
成
４
２
０
５ 

【
訓
讀
】

こ
れ
九
月
旣
望
庚
寅
。
そ

伯
于ゆ

き
て
王
に
遘あ

ふ
。
休
せ
ら
れ
て
尤と
が

亡
し
。
朕

が
辟き
み

な
る
天
子

伯
、
厥
の
臣
獻け
ん

に
金
車
を
令た
ま

ふ
。

朕
が
辟
の
休
た
ま
も
のに
對こ
た

へ
て
、朕
が
皇
考
光か
が
やけ
る
父
乙
を
作
る
。
十
世
ま
で
忘
れ
ず
。

獻
、
身み

、
畢
公
の
家
に
在
り
て
、
天
子
の
休
を
受
く
。
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【
譯
讀
】

こ
こ
に
記
す
の
は
九
月
の
第
三
週
庚
寅
の
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
、
そ

伯
は
王
宮
に
て
祭
儀
に
奉
仕
し
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
王
は
、
祭
儀
に
奉
仕
し

た
そ

伯
を
讚
え
る
式
を
つ
つ
が
な
く
終
え
ら
れ
た
。
王
宮
で
の
祭
儀
に
奉
仕
し

て
天
の
御
子
の
列
に
連
ね
ら
れ
た
わ
が
君
な
る
そ

伯
は
、
そ
の
祭
儀
に
と
も
に

奉
仕
し
た
臣
下
の
私
・
獻
に
金
車
を
賜
與
さ
れ
た
。《
紀
事
》

我
が
君
か
ら
頂
い
た
賜
物
に
應
え
て
わ
が
光
輝
あ
る
亡
父
乙
の
祭
器
を
作
る
こ

と
を
誓
っ
た
。《
誓
詞
》

こ
の
祭
器
は
、
わ
が
君
の
賜
物
に
應
え
て
、
わ
が
光
輝
あ
る
亡
父
乙
を
記
念
す

る
た
め
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
一
族
は
こ
の
こ
と
を
十
世
の
後
ま
で
も
忘

れ
な
い
。
獻
自
身
の
身
は
今
後
は
畢
公
殿
の
家
に
お
い
て
、
天
の
御
子
た
る
お
方

の
賜
物
（
加
護
）
を
受
け
る
の
で
あ
る
。《
祈
念
》

【
評
釋
】

A
の
伯
姜
、
B
・
C
の

も
殷
系
氏
族
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
見
え
る
獻
も
殷

系
氏
族
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
獻
か
ら
「
天
子
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
周
王

で
は
な
く
、
獻
の
主
君
で
あ
る
「

伯
」
と
讀
め
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、《

乍

周
公

》
の
場
合
と
は
少
し
事
情
が
異
な
る
よ
う
な
の
で
少
々
考
證
を
加
え
て
お

き
た
い
。「

伯
」
は
王
宮
で
の
祭
儀
を
終
え
た
後
、
周
王
か
ら
そ
の
功
績
を
讚

え
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
一
族
の
も
と
に
歸
っ
た
そ

伯
は
臣
下
の
獻
に
金

車
を
與
え
た
。
こ
れ
は
直
接
に
は
そ

伯
か
ら
の
賜
物
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
王

宮
で
の
祭
儀
に
主
君
の
そ

伯
と
と
も
に
奉
仕
し
た
功
績
に
對
す
る
襃
賞
で
あ
る
。

天
子
と
い
う
語
は
直
接
に
は
そ

伯
を
指
し
て
い
る
よ
う
な
語
法
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
背
後
に
は
天
子
た
る
周
王
の
影
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
獻
に
金
車

を
直
接
賜
與
し
て
い
る
の
は
そ

伯
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
天
子
か
ら
の
賜
物
と

見
な
す
認
識
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
現
代
語
の
語
法
を
基
準
に
す
る
な
ら
こ

う
し
た
飛
躍
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
祭
祀
の
場
を
想
定
す
る
と
こ
う
し
た
理

解
の
仕
方
に
落
ち
着
く
。
獻
自
身
は
そ
の
後
畢
公
の
家
に
移
り
、
天
の
御
子
た
る

お
方
の
賜
物
つ
ま
り
加
護
を
受
け
る
と
結
ん
で
い
る
。

最
後
の
「
獻
身
才
畢
公
家
。
受
天
子
休
。」
の
「
天
子
」
が
周
王
を
指
す
の
か

そ
れ
と
も
そ

伯
を
指
す
の
か
、
語
法
だ
け
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
も
見
極
め
に
く
い
の

で
議
論
の
生
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
休
」
が
具
體
的
な
賜
與
物
で

は
な
く
、
見
え
な
い
形
で
末
永
く
繼
續
さ
れ
る
周
王
の
加
護
を
示
す
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
、「
そ

伯
」
と
取
る
よ
り
も
「
周
王
」
と
取
る
方
が
適
切
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

伯
の
臣
で
あ
る
獻
が
、

超
越
神
「
天
」
の
宗
敎
的
秩
序
に
入
る
樣
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
天
子
」
な
る
語
は
王
を
指
す
稱

號
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
天
の
思
想
に
よ
る
宗
敎
的
秩
序
を
示
す
理
念
的
な

語
で
、
祭
祀
の
場
に
お
い
て
發
せ
ら
れ
る
特
別
な
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な

お
こ
の
銘
文
の
考
證
の
中
で
白
川
靜
は
「
天
子
は
も
と
東
方
系
の
語
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
次
節
で
改
め
て
取
り
上
げ

る
こ
と
に
す
る
。

E　

王
令
辟
井
侯
、
出

、
侯
于
井
、

若
二
月
、
侯
見
于
宗
周
、
亡
𨑫
、
䢔
王

客

京

祀
、
𩁹
若

日
、
才
辟

、
王
乘
于
舟
、
爲
大
豐
、
王
射
、
大
龔
禽
、

侯
乘
于
赤
旂
舟
、
從
死
咸
、

之
日
、
王

侯
內
于
𡨦
、
侯
易
玄
周
戈
、

王
才

、
巳
夕
、
侯
易
者
𢦚
臣
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二
百
家
、
齎
用
王
乘
車
馬
・
金
□
・
冂
衣
・
市
・
、
唯
歸
、

天
子
休
告
、
亡
尤
、

用
龔
、
義
寧
侯
顯
考
于
井
、
侯
乍
册
麥
、
易
金
于
辟
侯
、

麥
揚
用
乍
寶

彝
、
用
荷
侯
逆

、

明
令
、
唯
天
子
休
于
麥
辟
侯
之
年
、
蝦

孫
孫
子
子
、
其
永
亡
冬
、
冬
用

德
、
妥
多
友
、
享

走
令　
《
麥
方
尊
》
集
成

６
０
１
５

【
訓
讀
】

王
、辟
た
る
邢
侯
に
令
し
、
ひ

を
出
で
て
、邢
に
侯
た
ら
し
む
。
こ

若こ

に
二
月
。

侯
、宗
周
に
見ま
み

ゆ
る
に
尤と
が

亡
し
。
王
の

京
に
格
り
て
い

う

祀し

し
た
ま
へ
る
に
䢔あ

ふ
。

こ

若こ

に
翌
日
、
辟
雍
に
在
り
。
王
、
舟
に
乘
り
て
、
大
豐
を
爲
し
た
ま
う
。
王

射
て
、
大
い
に
龔
き
や
う

禽き
ん

す
。
侯
、
赤
旂き

舟
に
乘
り
。
從
ひ
て
死つ
ら

ぬ
る
こ
と
、
咸を
は

る
。

之こ

の
日
。
王
、
侯
を
以ひ
き

ゐ
て
寢
に
入
る
。
侯
、
玄げ
ん
て
う
く
わ

彫
戈
を
賜
は
る
。
こ

こ

に
王
、


に
在
り
て
、
巳
夕
す
。
侯
、
諸
𢦚く
わ

臣
二
百
家
を
賜
は
る
。
齎た
ま

ふ
に
王
の
乘
車
馬
・

金
□
・

け
い

衣
・
市ふ
つ

・
せ
き

を
用
て
す
。
唯こ
れ

歸
り
て
、
天
子
の
休
に
こ

た

へ
て
告
し
た

る
に
、
尤と

が

亡
し
。
用
て
龔つ
つ
しみ
て
、
侯
の
邢
に
顯
孝
す
る
を
義
寧
せ
ん
。
侯
の
作
册

麥
、
金
を
辟
侯
よ
り
賜
ふ
。

麥
、揚
へ
て
用
て
寶

彝
を
作
る
。
用
て
侯
の
逆
造
に
荷

く
わ
んし
、明
令
に
こ

た

へ
ん
。

唯こ
れ

天
子
、
麥
の
辟
侯
に
休
せ
ら
る
る
の
年
な
り
。
孫
孫
子
子
に
蝦お

よ

ぶ
ま
で
、
其
れ

永
く
終
る
こ
と
亡
く
、
終
に
用
て
德
を
造な

し
、
多
友
を
綏や
す

ん
じ
。
享よ

く
令
に
奔
走

せ
ん
。

【
譯
讀
】

王
は
、
わ
が
主
君
た
る
邢
侯
殿
に
命
じ
て
、
こ
れ
ま
で
治
め
て
い
た

の
地
を

出
て
邢
の
地
の
侯
と
な
る
こ
と
を
命
じ
た
。
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
邢
の
地
に
封

ぜ
ら
れ
た
後
、
邢
侯
殿
は
宗
周
に
赴
き
王
に
つ
つ
が
な
く
お
目
通
り
を
得
た
。
そ

の
後
、
王
が

京
に
赴
い
て
儀
禮
を
行
な
う
の
に
も
邢
侯
殿
は
奉
仕
し
た
。
翌
日

の
こ
と
で
あ
る
。

京
の
中
の
儀
禮
施
設
で
あ
る
辟
雍
に
お
い
て
、
王
は
舟
に
乘

り
大
禮
を
行
な
っ
た
。
王
は
弓
で
禽
を
射
て
神
に
供
え
た
。
わ
が
主
君
邢
侯
殿
は

赤
い
旗
を
立
て
た
舟
に
乘
り
、
弓
で
禽
を
射
て
王
と
同
じ
よ
う
に
神
に
供
え
た
。

か
く
て
大
禮
の
祭
儀
を
終
え
た
。

こ
の
日
、
王
は
邢
侯
殿
と
伴
に
寢
殿
の
儀
禮
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
、
邢
侯
殿

は
王
か
ら
玄
彫
戈
（
彫
り
物
を
施
し
た
黑
い
玉
の
戈
）
を
賜
わ
っ
た
。

王
は
そ
の
夜
ま
た

で
夕
禮
を
行
な
っ
た
。
邢
侯
殿
は
こ
の
夕
禮
の
祭
祀
に
お

い
て
も
奉
仕
し
、
そ
の
功
績
の
襃
賞
と
し
て
武
臣
た
ち
二
百
家
を
王
か
ら
賜
わ
っ

た
。
さ
ら
に
賜
わ
っ
た
も
の
は
王
の
乘
車
馬
・
金
の
□
・

衣
・
市
（
膝
掛
）・

で
あ
る
。

こ
こ
に
記
す
の
は
、
わ
が
主
君
邢
侯
殿
が
邢
の
地
に
歸
り
、
天
の
御
子
た
る
お

方
か
ら
の
賜
物
を
供
え
奉
り
祖
神
に
報
告
し
お
咎
め
を
受
け
な
か
っ
た
次
第
で
あ

る
。
そ
こ
で
邢
侯
殿
の
亡
父
た
る
周
公
殿
の
靈
を
邢
の
地
に
迎
え
安
置
す
る
儀
式

を
行
な
い
、
私
麥
も
そ
の
儀
式
に
ご
奉
仕
し
た
の
で
あ
る
。
邢
侯
殿
の
作
册
た
る

私
・
麥
は
、
襃
賞
と
し
て
主
君
邢
侯
殿
か
ら
金
を
賜
わ
っ
た
。

麥
は
主
君
か
ら
の
賜
物
に
應
え
て
そ
の
金
を
用
い
て
祭
器
を
作
っ
た
。
こ
れ
で

邢
侯
殿
が
お
出
ま
し
に
な
る
時
の

禮
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
ま
た
邢
侯
殿
の
命

令
に
も
應
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
記
す
の
は
、
天
の
御
子
た
る
お
方
が
、
麥
の
主
君
た
る
邢
侯
殿
を
表
彰

さ
れ
た
年
の
こ
と
で
あ
る
。
孫
々
子
々
に
及
ぶ
ま
で
、
永
遠
に
榮
え
る
こ
と
を
祈

る
。
つ
き
る
こ
と
な
き
德
を
與
え
ら
れ
、
多
く
の
友
を
安
ん
じ
る
よ
う
に
、
天
の

御
子
た
る
お
方
の
命
を
享
受
し
て
祭
事
に
い
そ
し
む
こ
と
と
す
る
。
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【
評
釋
】

麥
は
作
册
麥
と
も
い
い
殷
系
氏
族
で
あ
る
。
麥
の
主
君
邢
侯
は《

作
周
公

》

で
も
見
た
よ
う
に
周
公
の
後
裔
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
見
た
《


》
と
同
じ
よ
う

に
殷
系
氏
族
が
周
公
の
後
裔
の
臣
下
に
な
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
語
法
的
に
は
主

君
邢
侯
を
「
天
子
」
と
呼
ぶ
例
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
微
細
に
見
る
と
微
妙
な

要
素
を
殘
し
て
い
る
の
で
注
意
深
く
讀
み
取
る
必
要
が
あ
る
。
讀
み
取
り
に
く
い

の
は
、
こ
こ
ま
で
見
た
銘
文
と
違
っ
て
か
な
り
複
雜
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。
つ
ま
り
、
表
彰
を
受
け
る
儀
禮
が
複
數
に
わ
た
る
こ
と
、
表
彰
を
受
け

る
人
物
が
複
合
化
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
絡
み
合
っ
て
い
て
、「
天
子
」
な
る
語

が
指
し
て
い
る
對
象
が
特
定
し
に
く
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
理
解
の
便
の
た
め

に
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

1
、
王
が
麥
の
主
君
を
邢
侯
に
任
命
し
た
。

2
、
二
月
、
邢
侯
は
王
に
宗
周
で
見
事
し
た
。

3
、
王
が

京
に
出
御
し
て
い

う

祀し

す
る
際
に
邢
侯
が
奉
仕
し
た
。

4
、そ
の
翌
日
、王
は

京
の
辟
雍
に
て
舟
に
乘
り
大
禮
な
る
祭
祀
を
行
な
っ
た
。

大
禮
の
樣
子
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

①
王
が
弓
で
禽
を
射
て
神
に
供
え
た
。

②
邢
侯
は
赤
旂
舟
に
乘
り
弓
で
禽
を
射
て
王
と
同
じ
よ
う
に
神
に
供
え
た
。

5
、  

大
禮
の
祭
祀
の
後
、
王
と
邢
侯
と
は
寢
殿
に
入
り
祭
儀
を
行
な
っ
た
。
そ

の
時
邢
侯
は
王
か
ら
玄
彫
戈
を
賜
與
さ
れ
た
。

6
、  

王
は
ま
た
そ
の
夜
、

で
夕
禮
を
行
な
っ
た
。
こ
の
夕
禮
で
も
邢
侯
は
奉

仕
し
た
。

7
、  

邢
侯
が
夕
禮
に
奉
仕
し
た
襃
賞
と
し
て
武
臣
二
百
家
と
い
う
莫
大
な
賜
物

を
授
け
ら
れ
た
。

【
こ
こ
ま
で
が
、
麥
の
主
君
で
あ
る
邢
侯
が
王
の
祭
儀
に
奉
仕
し
、
そ
の
襃

賞
と
し
て
莫
大
な
賜
物
を
受
け
た
經
緯
を
述
べ
た
部
分
】

8
、  

わ
が
主
君
邢
侯
は
邢
の
地
に
歸
り
、
天
子
か
ら
賜
わ
っ
た
莫
大
な
賜
物
を

祖
神
に
供
え
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
お
咎
め
を
受
け
な
か
っ
た
。

9
、  

次
に
邢
侯
の
亡
父
周
公
の
靈
を
邢
の
地
に
お
迎
え
し
安
置
す
る
儀
禮
を
行

な
い
、
麥
は
そ
の
儀
禮
に
奉
仕
し
た
。

10
、  

邢
侯
の
作
册
た
る
麥
は
、主
君
邢
侯
か
ら
そ
の
襃
賞
と
し
て
金
を
賜
わ
っ
た
。

【
麥
が
主
君
邢
侯
か
ら
受
け
た
と
い
う
《
紀
事
》】

（
そ
の
時
、
麥
は
そ
の
金
で
祖
祭
を
行
な
う
た
め
の
祭
器
を
作
る
こ
と
を

誓
っ
た
。）《
誓
詞
》

11
、  

以
下
は
、《
祈
念
》
と
し
て
述
べ
る
部
分
で
あ
る
が
、
や
や
複
雜
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
祭
器
を
作
っ
た
經
緯
が
麥
自
身
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
內

容
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
、
麥
の
主
君

邢
侯
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
出
來
事
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
出
來
事
に

麥
自
身
が
關
わ
れ
た
こ
と
を
記
念
す
る
た
め
に
作
っ
た
も
の
だ
と
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
最
後
の
「
天
子
」
と
い
う
語
は
麥
の
主
君
邢
侯

を
想
定
し
な
が
ら
も
、
邢
侯
に
賜
物
を
授
け
た
「
天
子
」
た
る
周
王
を
も
背
後
に

意
識
す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
が
頷
け
る
で
あ
ろ
う
。
西
周
前
期
に
お
け
る「
天
子
」

の
指
す
對
象
が
單
に
周
王
だ
け
と
は
限
ら
ず
特
定
し
に
く
い
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
。《

作
周
公

》
で
邢
侯
を
「
天
子
」
と
見
な
し
て
い
た
例
も
こ
れ
と
相
似
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た
樣
相
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の

示
す
對
象
が
曖
昧
と
も
言
え
る
樣
相
を
呈
し
て
い
た
「
天
子
」
な
る
語
が
、
中
期

以
降
に
は
全
て
周
王
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
天
の
思
想
が
浸
透
し
て
い
っ

た
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
白
川
靜
の
提
示
す
る
「
天
子
」
に
つ
い
て

「
天
子
」
な
る
語
が
主
に
祭
祀
の
場
で
用
い
ら
れ
る
祭
祀
用
語
で
あ
り
、
西
周

王
朝
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
超
越
神
「
天
」
の
存
在
を
意
識
し
て
は
じ
め
て
生

じ
る
特
別
な
語
で
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。
本
稿
で
は

そ
れ
を
「
天
の
御
子
た
る
お
方
」
と
譯
し
て
お
い
た
。
た
だ
恩
師
白
川
靜
は
《
獻

》
の
考
證
の
中
で
「
天
子
は
も
と
東
方
系
の
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
い

う
、
氣
に
な
る
暫
定
案
を
示
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
件
に
關
す
る
私
の
考
え
を
記

し
て
お
き
た
い
。
先
ず
該
當
箇
所
を
引
用
す
る
。

天
子
と
王
と
は
後
世
同
義
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
古
く
は
兩
者
の
閒
に
區

別
が
あ
っ
た
ら
し
く
、「
朕
辟　

天
子
」
と
は
「
朕
辟
」
と
い
う
の
と
同
じ
。

「
朕
辟
」
は
王
に
限
ら
ず
、
そ
の
主
君
を
稱
す
る
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
主

從
の
關
係
を
以
て
い
う
と
き
に
は
、


「
朕
臣
天
子
」・
頌
鼎
「
畯
臣
天
子
」

の
よ
う
に
天
子
と
臣
と
を
對
稱
し
て
い
る
。


・
麥
尊
で
は
天
子
・
王
・

辟
が
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
に
お
い
て
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
關
係
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
銘
文
中
の
記
事
に
は
王
と
い
い
、
對
揚
の
語
に
は

天
子
と
稱
す
る
例
が
多
い
が
、
そ
こ
に
も
用
語
上
の
區
別
が
み
ら
れ
る
。
天

子
は
も
と
東
方
系
の
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

父
・

子
𦔻
は
殷
の
滅

亡
後
に
お
い
て
も
天
子
𦔻
と
稱
し
て
い
る
。
天
子
の
語
を
用
い
て
い
る
周
初

の
金
文
例
を
み
る
と
、
東
方
系
の
器
に
そ
の
例
が
甚
だ
多
い
。
帝
の
嫡
子
・

大
子
の
意
か
ら
出
た
語
で
、
多
く
は
自
己
の
辟
君
に
對
す
る
尊
稱
と
し
て
用

い
て
い
る
。
ま
た

伯


に
は
そ
の
文
考
を
釐
王
と
稱
し
て
い
る
が
、
そ

の
家
系
・
出
自
に
よ
っ
て
は
、
祖
考
に
王
の
語
を
用
い
る
慣
用
も
あ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

「
朕
辟
天
子
」
と
は
𥃝
圜
器
に
「
皇
辟
君
」
と
い
う
の
と
語
例
同
じ
。
上

文
に
單
に

伯
と
い
う
の
は
王
の
助
祭
の
と
き
の
こ
と
で
あ
り
、こ
こ
に「
朕

辟
天
子

伯
」
と
い
う
の
は
獻
の
主
君
と
し
て
の
稱
で
あ
る
。
下
文
の
對
揚

の
語
に
お
い
て
は
單
に
「
朕
辟
」
と
稱
し
て
い
る（

2
）。

白
川
の
暫
定
案
に
關
す
る
私
の
考
え
は
隨
所
に
示
し
て
き
た
が
、
本
節
の
結
び

と
し
て
改
め
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

一  

、西
周
前
期
の
銘
文
で「
天
子
」と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
は
東
方
系
氏
族（
殷

系
氏
族
）
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
案
が
提
示
さ
れ
て
い
た
の
だ

が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
よ
う
な
現
象
を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ

れ
以
上
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

二  
、「

父
・

子
𦔻
は
殷
の
滅
亡
後
に
お
い
て
も
天
子
𦔻
と
稱
し
て
い
る
。」
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
《
王
子
聖
觥
》
集
成
九
二
八
二
と
呼
ば
れ
て
い

る
靑
銅
器
の
文
字
の
一
部
が
缺
損
し
て
い
る
た
め
、
誤
っ
て
「
天
子
𦔻
」
と
讀

ま
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、「
王
子
𦔻
」と
讀
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
と
上
記
の
現
象
と
が
相
俟
っ
て
「
東
方
系
の
語
」
と
い
う
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考
え
が
出
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三  
、以
上
の
こ
と
か
ら
「
天
子
」
が
殷
代
の
甲
骨
文
や
金
文
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
語
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
東
方
系
の
語
と
見
做
す
根
據
が

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

四  

、
西
周
前
期
の
銘
文
の
具
體
的
な
用
法
か
ら
見
て
、「
天
子
」
は
祭
祀
の
場
で
發

せ
ら
れ
る
特
別
な
語
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
王
」
と
同
等
に
扱
え
る
語
で
は

な
い
。
こ
の
二
つ
の
語
の
性
格
の
違
い
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

五  

、
天
子
（
王
）
の
賜
物
を
示
す
語
は
前
期
の
「
天
子
休
」、
中
期
の
「
天
子
丕
顯

休
」、
後
期
「
天
子
丕
顯
魯
休
」
と
い
う
よ
う
に
次
第
に
莊
嚴
化
の
度
合
い
が

高
ま
っ
て
い
く
が
、「
王
休
」に
は
そ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
ず
、後
期
に
い
た
っ

て「
王
休
」と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
る
。
こ
れ
も「
天

子
」が
祭
祀
の
場
に
お
け
る
特
別
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

六  

、「
天
子
」
は
天
の
思
想
に
よ
る
宗
敎
的
秩
序
を
支
え
る
超
越
神
「
天
」
を
前

提
に
し
て
は
じ
め
て
生
じ
る
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
天
の
御
子
た
る

お
方
」
と
譯
し
て
お
い
た
。

二　

天
の
思
想
が
浸
透
す
る
現
象

（
一
）「
對
揚
王
休
」
類
か
ら
「
對
揚
天
子
休
」
類
へ

表
一
に
整
理
し
た
の
は
、
金
文
の
《
祈
念
》
部
分
に
見
え
る
文
言
の
う
ち
、
王

の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
り
、
そ
の
祭
器
で
氏
族
の
祖
祭
を
行
な
う
の
だ
と
い

う
旨
を
述
べ
る
部
分
の
、時
期
別
の
用
例
數
を
數
え
た
も
の
で
あ
る
。こ
れ
に
よ
っ

て
表
現
の
仕
方
の
變
遷
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
部
分
は
そ
の
氏
族
と

西
周
王
朝
の
關
係
を
祖
祭
の
場
で
確
認
す
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
文

言
が
時
代
と
と
も
に
「
對
揚
王
休
」
か
ら
「
對
揚
天
子
休
」
へ
と
變
化
し
て
い
く

樣
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。

前
期
に
は
周
王
を
王
と
呼
び
、「
王
の
賜
物
に
應
え
て
祭
器
を
作
る
」
と
述
べ

て
い
る
も
の
が
八
割
を
占
め
て
い
た
の
が
、
中
期
に
な
る
と
「
王
の
賜
物
」
と
い

う
場
合
と
「
天
子
の
賜
物
」
と
い
う
場
合
と
が
ほ
ぼ
同
數
に
な
る
。
そ
し
て
後
期

に
は
「
王
の
賜
物
」
と
い
う
表
現
自
體
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
く
な
り
、
も
っ
ぱ
ら

「
天
子
の
賜
物
」
に
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
氏
族
に
與
え
ら
れ
る
王
か
ら
の

賜
物
が
全
て
天
子
の
賜
物
だ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
子
の
賜

物
と
い
っ
て
も
、
直
接
に
は
周
王
か
ら
與
え
ら
れ
る
賜
物
で
あ
る
が
、
周
王
は
超

越
神
「
天
」
か
ら
天
下
を
治
め
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
、
つ
ま
り
「
天
命
を
膺
受
し

た
」
天
子
で
あ
る
。
そ
の
天
子
か
ら
儀
禮
を
通
じ
て
與
え
ら
れ
た
賜
物
は
超
越
神

「
天
」
の
賜
物
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
こ
う
し
た
認
識
が
西
周
王
朝
に
從
う
氏
族

の
中
に
浸
透
し
て
い
く
樣
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
天

の
思
想
」
に
よ
る
宗
敎
的
秩
序
の
確
立
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
說
明
の
便
宜
上
「
休
」
を
「
賜
物
」
と
だ
け
表
現
し
た
が
、
前
稿
の
「
西

周
前
期
に
お
け
る
王
姜
の
役
割

│
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
二
）」
で
檢
討
し
た

よ
う
に
、「
休
」
と
い
う
語
は
單
な
る
品
物
と
し
て
の
賜
物
だ
け
を
指
す
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
與
え
る
儀
禮
そ
の
も
の
を
も
含
む
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
祖
祭
の

場
で
「
休
」
を

唱
す
る
者
た
ち
の
腦
裡
に
、
表
彰
式
の
場
が
描
き
出
さ
れ
て
い

く
機
能
を
も
も
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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表
一　
﹇
對
揚
王
休
﹈
類
と
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
用
例
數
の
變
遷

﹇
對
揚
王
休
﹈
類

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類

前
期

18
＋
2

5

中
期

45

47

後
期

0
＋
2

39

以
上
の
表
の
讀
み
取
り
が
で
き
れ
ば
、
ほ
ぼ
說
明
の
要
件
を
滿
足
す
る
の
で
あ

る
が
、念
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
該
當
部
分
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

靑
銅
器
の
斷
代
は
『
殷
周
金
文
集
成
』
や
白
川
靜
・
林
巳
奈
夫
の
も
の
な
ど
諸

氏
の
斷
代
を
參
考
に
し
て
筆
者
が
判
斷
し
た
も
の
で
あ
る
。
參
考
の
た
め
に
最
後

に
ま
と
め
て
揭
げ
て
お
い
た（

3
）。
た
だ
こ
の
斷
代
を
絶
對
視
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
相
對
的
な
も
の
暫
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
に
示
し
た
統
計
の
數
字
も
相
對
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
が
、
長
い
ス
パ

ン
で
見
た
時
に
は
こ
の
槪
數
の
變
遷
に
意
味
を
見
出
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。1　

【
前
期
】

﹇
對
揚
王
休
﹈
類　

18
＋
2
例
…
…  

＋
2
は
﹇
對
揚
王
休
令
﹈
型
1
例
、﹇
對
揚
王
休
翼
﹈

型
1
例
で
あ
る
。

①
隹
九
月
初
吉
戊
辰
、
王
才
大
宮
、
王
姜
易
不
壽
裘
、
對
揚
王
休
、
用
乍
寶　

 

《
不
壽

》
集
成
４
０
６
０

（  

こ
れ
九
月
初
吉
戊
辰
。
王
は
大
宮
に
在
り
。
王
姜
、
丕ひ

壽じ
ゆ

に
裘
を
賜
ふ
。
王
の
休
に
對

揚
し
て
、
用
て
寶
を
作
る
。）

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類　

5
例

②  

隹
正
月
甲
申
、

各
、
王
休
易
厥
臣
父

殴
、
王
勳
貝
百
朋
、
對
揚
天
子
休
、

用
乍
寶

彝　
《


》
前
出

（  

こ
れ
正
月
甲
申
。
え

い

格
る
。
王
、
厥
の
臣
父

に
殴
を
休
賜
す
。
王
、
貝
百
朋
を
勳
す
。

天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。）

2　
【
中
期
】

﹇
對
揚
王
休
﹈
類　

45
例
…
…
﹇
對
揚
丕
顯
休
﹈
型
の
1
例
も
こ
こ
に
入
れ
た
。

③
隹
三
月
初
吉
乙
卯
、
王
才
周
、
各
大
室
、
咸
井
叔
入
右
趩
、
王
乎
內
史
册
令
趩
、

更
厥
且
考
服
、
易
趩

衣
・

市
・
黃
・
旂
、
趩
拜
𩒨
首
、
揚
王
休
對
、
趩
蔑
曆
、

用
乍
寶

彝
、

孫
子
、
毋
敢
爐
永
寶
、
隹
王
二
祀　
《
趩

》
集
成
６
５
１
６

（
隹こ
れ

三
月
初
吉
乙
卯
、王
、周
に
在
り
。
大
室
に
格
る
。
咸か
ん
け
い
し
ゆ
く

邢
叔
、入
り
て
趩よ

く

を
祐た
す

く
。
王
、

內
史
を
呼
び
て
趩
に
册
令
せ
し
む
。
厥
の
祖
考
の
服こ
と

を
更つ

げ
と
。
趩
に
織
衣
・
さ

い

市ふ
つ

・

け
い
く
わ
う
黃
・
旂は
た

を
賜
ふ
。
趩
、
拜
し
て
稽
首
し
、
王
の
休
に
揚こ
た

へ
て
對こ
た

ふ
。

趩
、
蔑べ
つ
れ
き曆
せ
ら
れ
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。
世
孫
子
、
敢
て
墜お
と

す
こ
と
な
く
永
く
寶
と

せ
よ
。
隹こ
れ

王
の
二
祀
な
り
。）

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類　

47
例

④
隹
七
年
十
月
旣
生
霸
、
王
在
周
般
宮
、
旦
、
王
各
大
室
、
井
白
入
右

曹
、
立

中
廷
北
鄉
、
易

曹

市
・

黃
・

、

曹
拜
𩒨
首
、
敢
對
揚
天
子
休
、
用
乍

寶
鼎
、
用
鄉
朋
友　
《
七
年

曹
鼎
》
２
７
８
３

（
隹こ
れ

七
年
十
月
旣
生
霸
、
王
、
周
般
宮
に
在
り
。
旦
に
王
、
大
室
に
格
る
。
邢
伯
入
り
て

曹
を
祐
け
、
中
廷
に
立
ち
て
北
嚮
す
。

曹
に

市
・

黃
・

を
賜
ふ
。

曹
拜

し
て
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶
鼎
を
作
る
。
用
て
朋
友
を
饗
せ
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ん
。）

3　
【
後
期
】

﹇
對
揚
王
休
﹈
類　

0
＋
2
例
…
…  

＋
2
例
と
記
し
た
の
は
﹇
對
揚
王
休
命
﹈
型
を
こ

こ
に
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類　

39
例

⑤
隹
十
又
六
年
九
月
初
吉
庚
寅
、
王
才
周
康
剌
宮
、
王
乎
士
曶
召
克
、
王
親
令
克
、

涇
東
至
于
京

、
易
克
甸
車
・
馬
乘
、
克
不
敢

、

奠
王
令
、
克
敢
對
揚
天

子
休
、
用
乍
朕
皇
且
考
白
寶

鐘
、
用
匄
屯
叚
永
令
、
克
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
永

寶　
《
克
鐘
》
２
０
４

（
隹
十
又
六
年
九
月
初
吉
庚
寅
、
王
、
周
の
康
剌
宮
に
在
り
。
王
、
士
曶
を
呼
び
克
を
召

さ
し
む
。
王
、
親み
ず

か
ら
克
に
令
し
、
涇
東
を
た
だ

し
て
京
師
に
至
ら
し
む
。
克
に
甸
車
・

馬
乘
を
賜
ふ
。
克
、
敢
て
墜
さ
ず
。
溥
く
王
令
を
奠さ
だ

め
ん
。
克
、
敢
て
天
子
の
休
に
對

揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
祖
考
伯
の
寶
り

ん

鐘
を
作
り
、
用
て
純じ
ゅ
ん
か嘏
永
令
な
ら
ん
こ
と
を

匄も
と

む
。
克
、
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
寶
と
せ
よ
。）

（
二
）﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
莊
嚴
化
の
過
程

表
二
に
整
理
し
た
の
は
、
表
一
で
見
た
「
對
揚
天
子
休
」
類
の
表
現
の
仕
方
の

變
遷
で
あ
る
。
前
期
に
は
「
對
揚
天
子
休
」（
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
）
と
だ
け
言
っ

て
い
た
の
が
、
中
期
に
な
る
と
「
對
揚
天
子
丕
顯
休
」（
天
子
の
丕
顯
な
る
休
に
對
揚

し
て
）
と
い
う
よ
う
に
、「
丕
顯
」（
大
い
に
顯
ら
か
な
る
）
と
い
う
修
飾
語
が
加
わ
り
、

天
子
の
賜
物
が
莊
嚴
化
さ
れ
る
現
象
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
對
揚
天
子
休
」（
天

子
の
休
に
對
揚
し
て
）
と
だ
け
い
う
表
現
を
壓
倒
し
て
過
半
數
を
占
め
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
莊
嚴
化
が
「
王
休
」
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
い
と
い

う
事
實
か
ら
、
王
と
い
う
語
と
天
子
と
い
う
語
と
の
性
格
の
違
い
が
は
っ
き
り
見

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
何
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
が
、「
天
子
」
と
い

う
語
は
祭
祀
の
場
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
特
別
な
語
な
の
で
あ
る
。

ま
た
中
期
に
は
「
對
揚
天
子
丕
顯
休
」
に
「
魯
」（
大
い
な
る
）
の
語
を
加
え
て

さ
ら
に
莊
嚴
化
し
た
「
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
（
天
子
の
丕
顯
な
る
魯
休
に
對
揚
し

て
）」
と
い
う
表
現
も
少
し
見
え
は
じ
め
、
後
期
に
な
る
と
こ
の
表
現
が
他
を
壓

倒
し
て
過
半
數
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
天
子
の
賜
物
の
莊
嚴
化
が
後
期
に
い

た
っ
て
最
高
度
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
と
、表
一
で
見
た
「
對
揚
王
休
」

（
王
の
休
に
對
揚
し
て
）
と
い
う
表
現
が
姿
を
ほ
ぼ
消
す
と
い
う
現
象
と
を
對
比

し
て
見
れ
ば
、
祭
祀
の
場
に
お
い
て
「
天
子
」
な
る
語
が
そ
の
莊
嚴
化
と
と
も
に

專
一
化
さ
れ
る
意
味
が
自
ず
か
ら
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

表
二　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
莊
嚴
化

﹇
對
揚
天
子
休
﹈型﹇
対
揚
天
子
魯
休
﹈型﹇
對
揚
天
子
丕
顕
休
﹈型
﹇
對
揚
天
子
丕
顕
魯
休
﹈型

前
期

5

0

0

0

中
期

15

0

25

7

後
期

12

4

6

17

注　
  

そ
れ
ぞ
れ
の
型
で
部
分
的
に
異
な
る
表
現
を
採
る
も
の
も
あ
る
が
、
左
記
の
よ
う
に
ひ

と
ま
と
め
に
し
て
數
え
た
。。

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型
に
入
れ
た
も
の
…
…  

「
對
揚
天
子
休
令
」「
對
揚
天
子
休
釐
」「
對
揚

天
子
厥
休
」「
對
揚
天
子
之
休
」。

﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型
に
入
れ
た
も
の
…
…  

「
對
揚
天
子
魯
休
令
」「
對
揚
天
子
魯
命
」「
對

揚
天
子
顯
令
」。
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﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型
に
入
れ
た
も
の
…
…  

「
對
揚
天
子
丕

休
」「
對
揚
皇
天
子
丕


休
」「
對
揚
天
子
丕
顯
休
釐
」

﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型
に
入
れ
た
も
の
…
…  

「
對
揚
天
子
丕

魯
休
」「
對
揚
天
子
丕

顯
皇
休
」 

「
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
命
」「
對
揚
天
子

丕
顯
叚
（
遐
）
休
令
」

「
對
揚
天
子
休
」
類
の
變
遷
を
槪
觀
し
て
お
い
た
の
で
、
詳
細
な
說
明
は
不
要

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
、
こ
の
類
の
各
型
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
該
當
部
分

を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅰ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型

統
計
上
こ
の
型
に
入
れ
た
も
の
に
「
對
揚
天
子
休
令
」
な
る
文
言
の
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
が
中
期
・
後
期
と
一
例
ず
つ
見
え
る
の
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
例
と
し

て
揭
げ
て
お
く
。
こ
れ
も
「
對
揚
天
子
休
」
型
と
し
て
の
莊
嚴
化
と
見
ら
れ
る
。

た
だ
中
期
以
降
の
銘
文
に
は
長
文
が
多
い
の
で
、
繁
雜
さ
を
避
け
る
た
め
に
、
該

當
す
る
文
言
の
部
分
だ
け
を
揭
載
す
る
こ
と
に
す
る
。
短
文
の
場
合
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。1　

【
前
期
】
…
…
5
例

①
隹
正
月
甲
申
、

各
、
王
休
易
厥
臣
父

殴
、
王
勳
貝
百
朋
、

對
揚
天
子
休
、
用
乍
寶

彝　
《


》
集
成
４
１
２
１ 

前
出
。

（
こ
れ
正
月
甲
申
。
え

い

格
る
。
王
、
厥
の
臣
父

に
殴
を
休
易
す
。
王
、
貝
百
朋
を
勳
す
。

天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶

彝
を
作
る
。）

2　
【
中
期
】
…
…
15
例

②

曹
拜
𩒨
首
、
敢
對
揚
天
子
休
、
用
乍
寶
鼎
、
用
鄉
朋
友　

 

《
七
年

曹
鼎
》
２
７
８
３　

前
出
。

（

曹
拜
し
て
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
寶
鼎
を
作
る
。
用
て
朋
友

を
饗
せ
ん
。）

③
詢
𩒨
首
對
揚
天
子
休
令
。
用
乍
文
且
乙
白
同
姬


。
詢
萬
年
。
子
子
孫
孫
永

寶
用
、〔
下
略
〕《
詢

》
４
３
１
９

（
詢
、
稽
首
し
て
、
天
子
の
休
令
に
對
揚
し
、
用
て
文
祖
乙
白
同
姬
の


を
作
る
。
詢

萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
永
く
寶
用
せ
よ
。）

④
敢
對
揚
天
子
休
釐
、
用
乍
皇
考
武
侯


、
用
易

壽
永
令
、
子
子
孫
孫
永
寶　

《
䧹
侯
見
工

》
補
３
７
８

（
敢
て
天
子
の
休
釐
に
對
揚
し
て
、
用
て
皇
考
武
侯
の


を
作
る
。
用
て

壽
永
令
を

賜
は
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
永
く
寶
と
せ
よ
。）

3　
【
後
期
】
…
…
12
例

⑤
克
敢
對
揚
天
子
休
、
用
乍
朕
皇
且
考
白
寶

鐘
、
用
匄
屯
叚
永
令
、
克
其
萬
年
、

子
子
孫
孫
永
寶　
《
克
鐘
》
２
０
４

（
克
、
敢
て
天
子
の
休
に
對
揚
し
、
用
て
朕
が
皇
祖
考
伯
の
寶
り

ん

鐘
を
作
る
。
用
て
純

嘏
永
令
な
ら
ん
こ
と
を
匄も

と

む
。
克
、
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
永
く
寶
と

せ
よ
。）

⑥
山
敢
對
揚
天
子
休
令
、
用
乍
朕
皇
考
弔
碩
父

鼎
。
用
𣄨
匄

壽
綽
綰
永
令

冬
。
子
子
孫
孫
永
寶
用　
《
善
夫
山
鼎
》
２
８
２
５

（
山
、
敢
て
天
子
の
休
令
に
對
揚
し
、
用
て
朕
が
皇
考
叔
碩
父
の

鼎
を
作
る
。
用
て
眉
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壽
綽
綰
に
し
て
、
永
令
靈
終
な
ら
ん
こ
と
を
祈
匄
す
。
子
々
孫
々
永
く
寶
用
せ
よ
。）

Ⅱ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型

統
計
上
こ
の
型
に
入
れ
た
も
の
に
「
對
揚
天
子
魯
休
令
」、「
對
揚
天
子
魯
命
」、

「
對
揚
天
子
顯
令
」
な
る
文
言
の
も
の
が
あ
る
。
何
れ
も
後
期
の
型
で
あ
る
。
こ

れ
も
參
考
に
揭
げ
る
。

1　
【
前
期
】
…
…
な
し

2　
【
中
期
】
…
…
な
し

3　
【
後
期
】
…
…
4
例

⑦
旅
對
天
子
魯
休
揚
、
用
乍
朕
皇
考

弔
大

龢
鐘
、
皇
考
嚴
才
上
、
異
才
下
、





、
降
旅
多
福
、
旅
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
、
永
寶
用
　

 

《

叔
旅
鐘
》
２
３
８

（
旅
、天
子
の
魯
休
に
對
へ
て
揚
へ
、用
て
朕
が
皇
考
惠
叔
の
大
り

ん

龢わ

鐘
を
作
る
。
皇
考
、

嚴
と
し
て
上
に
在
り
。
翼
と
し
て
下
に
在
り
。
ほ
う

へ

い

と
し
て
、
旅
に
多
福
を
降
さ

ん
。
旅
、
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
寶
と
し
て
用
て
享
せ
よ
。）

⑧
無
㠱
拜
手
𩒨
首
曰
、
敢
對
揚
天
子
魯
休
令
、
無
㠱
用
乍
朕
皇
且
釐
季


、
無

㠱
其
萬
年
、
子
孫
永
寶
用
、《
無
㠱

》
４
２
２
５

（
無
㠱
、
拜
手
稽
首
し
て
曰
く
、
敢
て
天
子
の
魯
休
令
に
對
揚
せ
ん
と
。
無
㠱
、
用
て
朕

が
皇
祖
釐り

季き

の


を
作
る
。
無
㠱
、
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
孫
永
く
寶
用
せ

よ
。）

⑨
𣄰
拜
𩒨
首
、
對
揚
天
子
魯
命
、
用
乍
寶

、
𣄰
其
萬
年
、
子
子
孫
孫
、
其
永
寶

用　
《
何

》
４
２
０
２

（
𣄰
、
拜
し
て
稽
首
し
、
天
子
の
魯
命
に
對
揚
し
て
。
用
て
寶

を
作
る
。
𣄰
、
其
れ
萬

年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
其
れ
永
く
寶
用
せ
よ
。）

⑩
頌
其
萬
年
無
彊
、
日

天
子

令
、
子
子
孫
孫
永
寶
用　
《
史
頌
鼎
》
２
７
８
７

（
頌
、
其
れ
萬
年
無
疆
に
し
て
、
日
に
天
子
の
け

ん

令れ
い

に
こ

た

へ
ん
。
子
子
孫
孫
永
く
寶
用

せ
よ
。）

Ⅲ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型

統
計
上
こ
の
型
に
入
れ
た
も
の
に
中
期
の
「
對
揚
天
子
丕

休
」、「
對
揚
皇
天

子
丕

休
」、
後
期
の
「
對
揚
天
子
丕
顯
休
釐
」
な
る
文
言
の
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
も
參
考
に
揭
げ
る
。

1　
【
前
期
】
…
…
な
し

2　
【
中
期
】
…
…
25
例

⑪
望
拜
𩒨
首
、
對
揚
天
子
不
顯
休
、
用
乍
朕
皇
且
白
盍
父
寶

、
其

年
、
子
子

孫
孫
永
寶
用　
《
望

》
４
２
７
２

（
望
、
拜
し
て
稽
首
し
、
天
子
の
丕
顯
な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
祖
伯
盍か

父
の

寶

を
作
る
。
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
寶
用
せ
よ
。）

⑫
長

蔑
曆
、
敢
對
揚
天
子
不

休
、
用

乍

彝　
《
長

》
９
４
５
５

（
長

蔑
曆
せ
ら
る
。
敢
て
天
子
の
丕ひ

ひ

な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
肇は
じ

め
て

彝
を

作
る
。）
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⑬
善
敢
拜
𩒨
首
、
對
揚
皇
天
子
不

休
、
用
乍
宗
室
寶

、
唯
用
易
福
、
唬
前
文

人
、
秉
德
共
屯
、
余
其
用
各
我
宗
子
𩁹
百
生
、
余
用
匄
屯
魯
𩁹
萬
年
、
其
永
寶
用

之　
《
善
鼎
》
２
８
２
０

（
善
、
敢
て
拜
し
て
稽
首
し
、
皇
天
子
の
丕

な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
宗
室
の
寶


を
作
る
。
唯こ
れ

用
て
福
を
賜
は
ら
ん
こ
と
を
。
前
文
人
を
唬

た
の
し

ま
し
め
、
德
を
秉
る
こ
と
恭

純
に
せ
ん
。
余
、
其
れ
用
て
我
が
宗
子
と
百
生
と
を
格
ら
し
め
ん
。
余
、
用
て
純
魯
と

萬
年
と
を
匄も

と

め
ん
。
其
れ
永
く
寶
と
し
て
之
を
用
ひ
よ
。）

3　
【
後
期
】
…
…
6
例

⑭
大
拜
𩒨
首
、
敢
對
揚
天
子
不
顯
休
、
用
乍
朕
皇
考
剌
白


、
其
子
子
孫
孫
、

永
寶
用　
《
大

二
》
４
２
９
８

（
大
、
拜
し
て
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
不
顯
な
る
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考
剌れ
つ

伯

の


を
作
る
。
其
れ
子
々
孫
々
、
永
く
寶
用
せ
よ
。）

⑮
𩣓
方
拜
手
𩒨
首
、
敢
〔
對
揚
〕
天
子
不
顯
休
釐
、〔
用
〕
乍

鼎
。
其
邁
年
。

子
孫
永
寶
用　
《
噩
侯
鼎
》
２
８
１
０

（
馭
方
、
拜
手
𩒨
首
し
、
敢
て
天
子
の
不
顯
な
る
休
釐
に
對
揚
し
て
、
用
て

鼎
を
作
る
。

其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
孫
永
く
寶
用
せ
よ
。）

Ⅳ　
﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類
の
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型

統
計
上
こ
の
型
に
入
れ
た
も
の
に
「
對
揚
天
子
丕

魯
休
」（
中
期
・
後
期
）、「
對

揚
天
子
丕
顯
皇
休
」（
中
期
）、「
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
命
」（
中
期
）
な
る
文
言
の

も
の
が
あ
る
。
何
れ
も
中
期
の
型
で
あ
る
。

ま
た
後
期
に
は
「
對
揚
天
子
丕
顯
叚
休
」
な
る
文
言
の
も
の
が
見
え
る
。
や
や

繁
雜
に
な
る
の
で
後
期
の
「
對
揚
天
子
丕
顯
叚
休
」
だ
け
を
揭
げ
る
。

1　
【
前
期
】
…
…
な
し

2　
【
中
期
】
…
…
7
例

⑯
望
敢
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
、用
乍
朕
皇
考

公

鼎
、師
望
其
萬
年
、子
々
孫
々
、

永
寶
用　
《
師
望
鼎
》
２
８
１
２

（
望
、
敢
て
天
子
の
丕
顯
な
る
魯
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考

公
の

鼎
を
作
る
。

師
望
其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
寶
用
せ
よ
。）

3　
【
後
期
】
…
…
22
例

⑰
頌
敢
對
揚
天
子
不
顯
魯
休
、
用
乍
朕
皇
考
龔
叔
・
皇
母
龔
始
寶

壺
、
用
追
孝
、

𣄨
匄
康

屯
右
、
通

永
令
、
頌
其
萬
年
眉
壽
、
㽙
臣
天
子
、

冬
、
子
子
孫
孫

寶
用　
《
頌
壺
》
９
７
３
１

（
頌 

敢
て
天
子
の
丕
顯
な
る
魯
休
に
對
揚
し
て
、
用
て
朕
が
皇
考
龔き
よ
う
し
ゆ
く
叔
・
皇
母
龔き
よ
う
じ姒
の

寶

壺
を
作
る
。
用
て
追
孝
し
、
康か
う

や
く

純
祐
、
通
祿
永
令
な
ら
ん
こ
と
を
祈き

匄か
い

す
。
頌 

其
れ
萬
年
眉
壽
に
し
て
、
㽙な

が

く
天
子
に
臣つ
か

へ
、
靈
終
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
ゝ
孫
ゝ
寶
用

せ
よ
。）

⑱
㝨
拜
𩒨
首
。
敢
對
揚
天
子
不
顯
叚
休
令
、
用
乍
朕
皇
考
奠
白
奠
姬
寶
般
。
㝨
其

邁
年
。
子
々
孫
々
、
永
寶
用　
《
㝨
盤
》
１
０
１
７
２

（
㝨
、拜
し
て
稽
首
し
、敢
て
天
子
の
不
顯
な
る
叚
休
令
に
對
揚
し
、用
て
朕
が
皇
考
鄭
伯
・

鄭
姬
の
寶
盤
を
作
る
。
㝨
、其
れ
萬
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、永
く
寶
用
せ
よ
。）



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
號

八
九

（
三
）
小
結

祖
祭
と
い
う
一
族
の
紐
帶
を
強
め
る
意
味
を
も
っ
た
祭
祀
の
場
で

唱
さ
れ
る

靑
銅
器
の
銘
文
。
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
と
西
周
王
朝
と
の
深
い
關
係
が
確

認
さ
れ
る
內
容
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
當
初
は
祭
祀
の
場
で
も

王
と
呼
ん
で
い
た
周
王
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
「
天
子
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い

く
と
い
う
現
象
。
そ
こ
に
西
周
王
朝
の
超
越
神
「
天
」
を
崇
拜
す
る
思
想
が
深
く

浸
透
し
て
い
く
さ
ま
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。こ
う
し
て
、

殷
王
朝
滅
亡
後
の
宗
敎
的
秩
序
の
混
亂
は
一
應
の
收
束
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
大
き
な
畫
期
が
西
周
中
期
か
ら
突
如
現
わ

れ
る
册
令（
命
）形
式
金
文
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
贅
言
を
要
し
ま
い
。
册
令（
命
）

形
式
金
文
に
記
さ
れ
た
內
容
は
、
官
職
任
命
式
と
い
う
一
見
政
治
的
な
意
味
を

も
っ
た
儀
禮
の
場
に
お
い
て
、
そ
れ
が
超
越
神
「
天
」
の
賜
物
に
よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
王
と
臣
下
と
の
閒
で
確
認
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
政

治
的
秩
序
と
も
宗
敎
的
秩
序
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
册
令
（
命
）

形
式
金
文
の
も
つ
獨
特
の
位
相
が
あ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
誤
解
の
な
い
よ
う
に
念
を
押
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
こ
と
は
古
代
王

朝
が
築
く
宗
敎
的
秩
序
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
西
周
王
朝
の
政
治
的
權

力
が
周
王
に
集
中
す
る
中
央
集
權
體
制
の
完
成
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
實
際
、
西
周
王
朝
の
後
期
は
中
央
集
權
體
制
と
呼
ぶ
に
は
ほ
ど

遠
く
、
西
周
王
朝
に
從
屬
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
諸
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
獨
立
性

を
高
め
る
時
代
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
、
共
通
認
識
に
も

な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
中
央
集
權
體
制
の
確
立
」
と
「
諸
族
の
獨
立
性
の
高

ま
り
」
と
い
う
一
見
矛
盾
す
る
現
象
は
、
從
來
の
硏
究
者
が
頭
を
惱
ま
せ
て
き
た

問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
册
令
（
命
）
形
式
金
文
と
呼
ば
れ
る
任
官
式
關
係
の
銘

文
に
王
朝
の
官
僚
制
の
確
立
を
見
、
そ
こ
に
王
の
政
治
的
權
力
の
集
中
を
見
よ
う

と
す
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
册
令
（
命
）
形

式
金
文
は
祭
祀
の
場
に
お
け
る
王
を
天
子
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、超
越
神
「
天
」

の
賜
物
・
加
護
を
諸
族
が
受
け
入
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
宗
敎
的
秩
序
を
、
私
は
パ
ッ
ク
ス
・
ロ
マ
ー
ナ
（Pax 

Rom
ana

）
に
借
り
て
ひ
そ
か
に
「
パ
ッ
ク
ス
・
ジ
ョ
ウ
ア
ー
ナ
（Pax 

Zhouana

）」
と
呼
ん
で
い
る
．。
西
周
王
朝
の
軍
事
力
が
こ
の
よ
う
な
呼
び
名
に

價
す
る
ほ
ど
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
諸
氏
族
を
宗
敎
的
に
つ
ま

り
思
想
的
に
統
轄
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
事
實
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
宗
敎
的
政
治
秩
序
は
周
王
の
政
治
的
權
力
の
消
長
と
は
別
に
、
春
秋
時

代
・
戰
國
時
代
へ
と
命
脈
を
保
ち
續
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
周
王
朝
の

宗
敎
的
な
政
治
秩
序
に
つ
い
て
は
、以
前
「
春
秋
時
代
に
お
け
る
『
天
命
』
と
『
大

命
』
│
『
天
令
（
命
）』『
大
令
（
命
）』
の
意
義
變
遷
が
示
す
も
の
（
二
）」
で
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
ご
參
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る（

4
）。

【
資
料
】
表
一
・
二
に
用
い
た
靑
銅
器
の
分
期

數
字
は
『
殷
周
金
文
集
成
』
番
號
を
示
す
。
同
じ
靑
銅
器
で
複
數
收
錄
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
最
初
の
番
號
だ
け
を
記
し
た
。
ま
た
同
銘
の
靑
銅
器
も
多
い
の

で
こ
れ
も
一
つ
に
絞
っ
た
。

﹇
對
揚
王
休
﹈
類

《
前
期
》

鼎
２
７
０
４
、

𢦚
方
鼎
２
７
２
５
、
庚

鼎
２
７
４
８
、
小
臣
夌
鼎
２
７
７
５
、

令
鼎
２
８
０
３
、
不
壽

４
０
６
０
、

白


４
１
６
９
、
天
亡

４
２
６
１
、
宜
侯
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４
３
２
０
、
遣

５
４
０
２
、
靜

５
４
０
８
、
貉
子

５
４
０
９
、
庚

５
４
２
６
、

小
子
生
尊
６
０
０
１
、
作
册
折
尊
６
０
０
２
、
中

６
５
１
４
、
州
子

_

補
４
７
０
、
叔

方
鼎_
補
２
８
７
、﹇
對
揚
王
休
令
﹈
中
方
鼎
２
７
８
５
、﹇
對
揚
王
休
翼
﹈
𥃝
圜
器

１
０
３
８
６
、

《
中
期
》

生
殘
鐘
１
０
５
、
不
栺
方
鼎
２
７
３
５
、
呂
方
鼎
２
７
５
４
、
寓
鼎
２
７
５
６
、

剌
鼎
２
７
７
６
、

季
鼎
２
７
８
１
、
伯
䢅
鼎
２
８
１
６
、
師
𩛥
鼎
２
８
３
０
、
燮

４
０
４
６
、
大

４
１
６
５
、

４
１
６
６
、
君
夫

蓋
４
１
７
８
、
穆
公

蓋

４
１
９
１
、


４
１
９
２
、


４
１
９
４
、
師
毛
父

４
１
９
６
、



４
１
９
７
、

４
２
０
７
、
段

４
２
０
８
、
免

４
２
４
０
、五
年
師


４
２
１
６
、
走

４
２
４
４
、
𧧬

４
２
５
５
、
𧽊

４
２
６
６
、
輔
師
𠭰

４
２
８
６
、
免
簠
４
６
２
６
、

寓

５
３
８
１
、
同

５
３
９
８
、
免

５
４
１
８
、
農

５
４
２
４
、

方
尊
６
０
１
３
、

趩

６
５
１
６
、
義

蓋
９
４
５
３
、

白
壺
蓋
９
７
０
２
、
史
懋
壺
９
７
１
４
、十
三
年

𤼈
壺
９
７
２
３
、
吳
方
彝
蓋
９
８
９
８
、
免
盤
１
０
１
６
１
、
鮮
盤
１
０
１
６
６
、
夷
伯

_

補
３
７
５
、

蓋_

補
３
７
６
、
鮮

_

補
３
７
７
、
達

蓋_
補
４
０
２
、﹇
對
揚

王
丕
顯
休
﹈
牧

４
３
４
３

《
後
期
》﹇
對
揚
王
休
命
﹈


４
２
１
５
、
害

４
２
５
８

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
類

《
前
期
》

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型　

伯
姜
鼎
２
７
９
１
、


４
１
２
１
、
獻

４
２
０
５
、

乍
周
公

４
２
４
１
、
麥
方
尊
６
０
１
５

《
中
期
》

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型　

七
年

曹
鼎
２
７
８
３
、十
五
年

曹
鼎
２
７
８
３
、
大
矢
始
鼎

２
７
９
２
、

４
１
９
５
、
恆

蓋
４
１
９
９
、


蓋
４
２
４
３
、
申

蓋
４
２
６
７
、

𤼈

４
４
６
２
、三
年
𤼈
壺
９
７
２
６
、
永
盂
１
０
３
２
２
、
史
密

_

補
３
８
４
、
殷

_

補
３
８
２
、　
﹇
對
揚
天
子
休
釐
﹈　
䧹
侯
見
工

_

補
３
７
８
、　
﹇
對
揚
天
子
厥
休
﹈　

同

蓋
４
２
７
０
、　
﹇
對
揚
天
子
之
休
﹈　

駒
尊
６
０
１
１
、

﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型　

𠭯
鐘
92
、
師
秦
宮
鼎
２
７
４
７
、
大
鼎
２
８
０
７
、
師
䢅
鼎

２
８
１
７
、
衞

４
２
０
９
、
卽

４
２
５
０
、
大
師

４
２
５
１
、
廿
七
年
衞

４
２
５
６
、
望

４
２
７
２
、
靜

４
２
７
３
、
豆
閉

４
２
７
６
、
師

蓋
４
２
７
７
、

諫

４
２
８
５
、
揚

４
２
９
４
、
師
𤸫

蓋
４
２
８
３
、
師
酉

４
２
８
８
、

伯


蓋
４
３
０
２
、
師
虎

４
３
１
６
、
匡

５
４
２
３
、
師
遽
方
彝
９
８
９
７
、
走
馬
休
盤

１
０
１
７
０
、

鼎_

補
２
８
９
、　
【
對
揚
天
子
不

休
】　

師
遽

蓋
４
２
１
４
、
長

９
４
５
５
、　
【
對
揚
皇
天
子
不

休
】　

善
鼎
２
８
２
０
、

﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型　

師
望
鼎
２
８
１
２
、
曶
壺
蓋
９
７
２
８
、
宰
獸

_

補

３
８
５
、
師
𡘇
父
鼎
２
８
１
３
、
虎

蓋_

補
３
８
６
、

白
歸
苑

４
３
２
１
、　
﹇
對
揚

天
子
丕
顯
皇
休
﹈　

利
鼎
２
８
０
４
、

《
後
期
》

﹇
對
揚
天
子
休
﹈
型　

鮮
鐘
１
４
３
、
克
鐘
２
０
４
、
南
宮
柳
鼎
２
８
０
５
、
弭
叔
師
𡨃

４
２
５
３
、
伊

４
２
８
４
、
𨝍

蓋
４
２
９
６
、

４
３
２
３
、
師
𠭰

４
３
２
４
、

番
生

蓋
４
３
２
６
、
師
詢

４
３
４
２
、　
﹇
對
揚
天
子
休
令
﹈
型　

詢

４
３
１
９
、
善

夫
山
鼎
２
８
２
５
、

﹇
對
揚
天
子
魯
休
﹈
型　

叔
旅
鐘
２
３
８
、
無
㠱

４
２
２
５
、
何

１
２
０
２
、
史
頌

鼎
２
７
８
７

﹇
對
揚
天
子
丕
顯
休
﹈
型　

其
鐘
１
８
７
、
噩
侯
鼎
２
８
１
０
、
此
鼎
２
８
２
１
、
楚

４
２
４
６
、
大

蓋
４
２
９
８
、
師


４
３
１
２
、



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
號

九
一

﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
﹈
型　

南
宮
乎
鐘
１
８
１
、
無

鼎
２
８
１
４
、
𧽙
鼎
２
８
１
５
、

頌
鼎
２
８
２
７
、
元
年
師
兌

４
２
７
４
、三
年
師
兌

４
３
１
８
、
蔡

４
３
４
０
、
善

夫
克

４
４
６
５
、
師
克

４
４
６
７
、


４
４
６
９
、
晉
侯
蘇
編
鐘_

補
50
、
吳
虎
鼎

_

補
２
９
６
、

編
鐘_

補
96
、
四
十
二
年

鼎
乙_

補
２
９
７
、四
十
三
年

鼎
辛_

補

２
９
８
、　
﹇
對
揚
天
子
丕
顯
魯
休
命
﹈
型　

元
年
師


４
２
７
９
、﹇
對
揚
天
子
丕
顯
叚

休
令
﹈
型　
㝨
盤
１
０
１
７
２
、

註（1
）
拙
稿
「《
天
亡

》
私
考

│
殷
周
革
命
論
ノ
ー
ト
（
一
）」（「
立
命
館
白
川
靜
記

念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
紀
要
」
七
號
所
收
）
參
照
。《
天
亡

》
に
は
「
王
祀

天
室
。

降
。
天
亡
又
王
、
衣
祀

王
」（
王 

天
室
に
祀
る
。
降
る
。
天
亡 

王
を
佑
け
、
王
に

衣い
ん
し祀
す
。）
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
衣
祀
」
は
殷
の
祭
祀
の
意
味
で
あ
る
が
、
周
の
武
王

が
天
室
で
天
の
祭
儀
を
行
っ
た
後
、
王
の
宮
室
で
殷
の
祭
祀
を
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
2
）「
白
鶴
美
術
館
誌
」
第
九
輯　

四
九
、
獻

の
項
、
五
〇
九
頁
。

（
3
）【
資
料
】
表
一
・
二
に
用
い
た
靑
銅
器
の
分
期

（
4
）「
學
林
」
第
四
九
號
（
中
國
藝
文
硏
究
會　

二
〇
〇
九
年
）

（
立
命
館
大
學
白
川
靜
記
念
東
洋
文
字
文
化
硏
究
所
客
員
硏
究
員
）




